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町田市地域センター条例の一部を改正する条例 

町田市地域センター条例（昭和５７年９月町田市条例第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１の２の表町田市玉川学園コミュニティセンターの項を削る。 

別表第２の１の表町田市玉川学園コミュニティセンターの項を削る。 

別表第２の２の表センターの名称の欄中「町田市玉川学園コミュニティセンター」

を削る。 

附 則  

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において町田市規則で定

める日から施行する。 



町田市地域センター条例新旧対照表（改正後）  
 

別表第１（第２条関係） 

１ 略 

 ２ コミュニティセンター 

名称 位置 

町田市木曽山崎コミュニティセンター 町田市山崎町２，１６０番地４ 

略 略 

別表第２（第４条関係） 

１ 施設使用料 

センターの名称 施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から正

午まで） 

午後（午後

１時から午

後５時ま 

夜間（午後

５時３０分

から午後１

０時まで） 

全日（午前

９時から午

後１０時ま

で） 

略 略 略 略 略 略 

町田市小山市民セン

ター 

略 略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

備考 略 

２ 附属設備使用料 

センターの名称 附属設備の名称 使用料 

町田市忠生市民センター 

町田市鶴川市民センター 

町田市南市民センター 

町田市なるせ駅前市民センター 

町田市堺市民センター 

町田市小山市民センター 

町田市木曽山崎コミュニティセンター 

グランドピアノ 平日につき ５００円 

全日につき ８００円 

 

 

で） 

- 1 -

-  -0123456789



町田市地域センター条例新旧対照表（改正後）  
 

町田市成瀬コミュニティセンター 

町田市つくし野コミュニティセンター 

町田市木曽森野コミュニティセンター 

町田市三輪コミュニティセンター 

備考 略 
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 部分は改正部分 

町田市地域センター条例新旧対照表（改正前）  
 

別表第１（第２条関係） 

１ 略 

 ２ コミュニティセンター 

名称 位置 

町田市玉川学園コミュニティセンター 町田市玉川学園二丁目１９番１２号 

町田市木曽山崎コミュニティセンター 町田市山崎町２，１６０番地４ 

略 略 

別表第２（第４条関係） 

１ 施設使用料 

センターの名称 施設の名称 使用単位及び使用料（円） 

午前（午前

９時から正

午まで） 

午後（午後

１時から午

後５時ま 

夜間（午後

５時３０分

から午後１

０時まで） 

全日（午前

９時から午

後１０時ま

で） 

略 略 略 略 略 略 

町田市小山市民セン

ター 

略 略 略 略 略 

町田市玉川学園コミ

ュニティセンター 

ホール １，０５０ １，４００ １，４００ ３，８５０ 

第１会議室 ４５０ ６５０ ６５０ １，７５０ 

第２会議室 ３００ ４００ ４００ １，１００ 

第３会議室 ３００ ４００ ４００ １，１００ 

和室（保育

室） 

３００ ４００ ４００ １，１００ 

いこいの間 ３００ 無料開放 ４００  

略 略 略 略 略 略 

備考 略 

２ 附属設備使用料 

で） 
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 部分は改正部分 

町田市地域センター条例新旧対照表（改正前）  
 

センターの名称 附属設備の名称 使用料 

町田市忠生市民センター 

町田市鶴川市民センター 

町田市南市民センター 

町田市なるせ駅前市民センター 

町田市堺市民センター 

町田市小山市民センター 

町田市玉川学園コミュニティセンター 

町田市木曽山崎コミュニティセンター 

町田市成瀬コミュニティセンター 

町田市つくし野コミュニティセンター 

町田市木曽森野コミュニティセンター 

町田市三輪コミュニティセンター 

グランドピアノ 平日につき ５００円 

全日につき ８００円 

備考 略 
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